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赤穂市地域福祉計画 赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

赤穂市健康増進計画 

 

 

 

 

 

項目 主要な取組 

１ 健康づくりと介護予防の一体的な推進 

◇効果的な健康づくり活動と保健事業の推進 

◇気軽に参加できる介護予防の場の拡充 

◇地域住民が主体となった介護予防活動の支援 

◇健康づくりと介護予防に関する知識の普及啓発 

◇認知症施策の推進 

２ 生きがいづくりと社会参加の推進 

◇老人クラブ活動への支援 

◇多様化する高齢者の生きがいづくりへの支援 

◇地域ぐるみで行うふれあい事業の推進 

３ 地域包括ケアシステム※１の推進 

◇地域包括支援センター※２を中心とした包括的な相談体制の充実 

◇切れ目のない介護予防・生活支援サービス提供体制の整備 

◇生活支援を担う人材の育成と活動の支援 

◇地域で支え、支えあう仕組みづくり 

◇関係機関との連携強化と推進 

◇高齢者を見守る支えるネットワーク体制の充実 

◇介護サービスの基盤整備と質の向上 

◇在宅福祉サービスの充実 

◇成年後見制度※３の利用促進 

指標 単位 

基準値 目標値 

2019年度 

(令和元年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和12年度) 

生活支援・介護予防サービス体制整備協議体の設置数 ★ 箇所 1 6 11 

赤穂市高齢者見守りネット協定事業者数 ★ 事業所 70 80 100 

後期高齢者医療保険健康診査受診率 ★ ％ 19.0 21.0 23.0 

介護予防リーダー※４が運営する活動団体数 ★ 団体 57 95 120 

関連個別計画 

施策の展開 

目標指標 

※１地域包括ケアシステム…要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで送ることができるよう、住まい・医療・介
護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと。 

※２地域包括支援センター…保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員などを配置して、３職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持と生
活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設のこと。 

※３成年後見制度……………家庭裁判所の手続きを通じて、成年後見人・保佐人等が、認知症や障がいにより判断能力が十分でない人を保護するた
め、その人の身の回りに配慮した財産管理等を行う制度。 

※４介護予防リーダー………地域において、自主グループ活動などを通じ、介護予防活動を推進するボランティア。 
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介護予防教室 

安心  誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくり 

（1）誰もが安心して暮らせる地域社会の構築 

④高齢者が生きがいをもって健やかに暮らせる環境をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の身体的、精神的および社会的な特性を踏まえ、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ

細やかな保健事業と介護予防事業に取り組みます。 

高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいき暮らせるよう、生きがいづくりや健康づくりを推

進するとともに、支援や介護が必要となっても安心して生活できるまちづくりを進めます。 

 

  

施策の方針 

◆高齢化の進展により、ひとり暮らし、老老介護、地域の中での孤立など、高齢者をとりまくさ

まざまな生活環境への対応が求められています。 

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、高齢者一人ひとりの特徴に応じた

健康づくりと介護予防等を通じた地域づくりを進めることが必要です。 

◆高齢者の経験や能力を活かし、地域で活躍できる環境づくりは、介護予防、生きがいづくり

の視点からも求められています。 

◆高齢化と人口減少に伴い、介護の担い手が不足しており、人材の育成および確保のための取

組が必要です。 

◆複合的課題を抱える世帯が増加しており、地域全体で高齢者の生活を支えるシステムの推進

が必要です。 

 

現状と課題 




